
 

  
 

一

 
 

 

政
官
接
触
記
録
の
作
成
等
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
職
員
等
が
国
会
議
員
等
と
接
触
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
接
触
に
係
る
記
録
の
作
成
等

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
会
議
員
等
に
よ
る
特
定
の
者
の
利
益
を
図
る
た
め
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
行
政

機
関
等
の
事
務
又
は
事
業
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
を
防
止
し
、
も
っ
て
公
務
等
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
機
関
」
と
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
に
置
か
れ
る
機
関
及
び
内
閣
の
所
轄
の
下

に
置
か
れ
る
機
関
、
各
省
並
び
に
会
計
検
査
院
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
人
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
会
議
員
等
」
と
は
、
国
会
議
員
及
び
国
会
議
員
の
秘
書
（
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七

十
九
号
）
第
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
秘
書
そ
の
他
国
会
議
員
に
使
用
さ
れ
る
者
で
当
該
国
会
議
員
の
政
治
活
動
を
補
佐
す



 

  
 

二

る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。 

 

（
政
官
接
触
記
録
の
作
成
） 

第
三
条 
行
政
機
関
の
職
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第

五
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
一
条
の
目
的
の
達
成

に
資
す
る
た
め
、
当
該
行
政
機
関
の
事
務
又
は
事
業
に
関
し
国
会
議
員
等
（
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房

副
長
官
若
し
く
は
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
又
は
当
該
行
政
機
関
の
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。）
と
接
触
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
国
会
議
員
等
か
ら
特
定
の
個
人
（
当
該
国
会
議
員
等
を
除
く
。
）
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、

地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行

政
法
人
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項
（
以
下
「
特
定
事
項
」
と
い
う
。
）
を
示
さ
れ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
接
触
の
日
時
及
び
場
所
、
当
該
接
触
に
係
る
者
の
氏
名
、
当
該
特
定
事
項
の
内
容
、
当
該
特
定
事
項
に
係
る
事

案
の
処
理
の
経
過
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

行
政
機
関
の
職
員
は
、
前
項
の
記
録
（
以
下
「
政
官
接
触
記
録
」
と
い
う
。
）
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
客
観
性
及
び
中

立
性
の
確
保
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

  
 

三

３ 

政
官
接
触
記
録
（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
政
官
接
触
記
録
の
保
存
期
間
） 

第
四
条 

政
官
接
触
記
録
の
保
存
期
間
は
、
十
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
十
年
間
よ
り
長
い
保
存
期
間
の
定
め
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
お
け
る
配
慮
） 

第
五
条 

行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
三
条
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
は
、
政
官
接
触
記
録
に
つ
い
て
の
行
政
機
関
情
報
公
開

法
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
国
会
議
員
等
に
よ
る
特
定
の
者
の
利
益
を
図
る
た
め
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
行

政
機
関
の
事
務
又
は
事
業
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
の
防
止
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な

配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

  
 

四

 
（
独
立
行
政
法
人
等
接
触
記
録
の
作
成
） 

第
六
条 

独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
又
は
職
員
は
、
第
一
条
の
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
事
務

又
は
事
業
に
関
し
国
会
議
員
等
と
接
触
し
た
場
合
（
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
等
の
専
ら
同
表
下
欄
に
掲

げ
る
業
務
に
関
し
国
会
議
員
等
と
接
触
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
国
会
議
員
等
か
ら
特
定
事
項
を
示
さ
れ
た

と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
接
触
の
日
時
及
び
場
所
、
当
該
接
触
に
係
る
者
の
氏
名
、
当
該
特
定
事
項

の
内
容
、
当
該
特
定
事
項
に
係
る
事
案
の
処
理
の
経
過
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
又
は
職
員
は
、
前
項
の
記
録
（
以
下
「
独
立
行
政
法
人
等
接
触
記
録
」
と
い
う
。
）
の
作
成
に

当
た
っ
て
は
、
客
観
性
及
び
中
立
性
の
確
保
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

独
立
行
政
法
人
等
接
触
記
録
（
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
法
人
文
書
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保

有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
。
以
下
「
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
法
人
文
書
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

  
 

五

 
（
独
立
行
政
法
人
等
接
触
記
録
の
保
存
期
間
） 

第
七
条 

独
立
行
政
法
人
等
接
触
記
録
の
保
存
期
間
は
、
十
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
十
年
間
よ
り
長
い
保
存
期

間
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
お
け
る
配
慮
） 

第
八
条 

独
立
行
政
法
人
等
は
、
独
立
行
政
法
人
等
接
触
記
録
に
つ
い
て
の
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
七
条
の
規
定
の

適
用
に
当
た
っ
て
は
、
国
会
議
員
等
に
よ
る
特
定
の
者
の
利
益
を
図
る
た
め
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
独
立
行
政
法
人
等
の
事

務
又
は
事
業
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
の
防
止
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
接
触
に
係
る
記
録
の
作
成
等
） 

第
九
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
国
会
議
員
等
又
は
当
該
地
方

公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
等
と
接
触
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
接
触
に
係
る
記
録
の
作
成
、
保
存
及
び
公
開
に
関
し
て
必
要

な
施
策
を
策
定
し
、
並
び
に
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 



 

  
 

六

 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の

適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
公
布
の
日
又
は
こ
の
法
律

の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
検
討
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
行
政
機
関
の
職
員
等
と
国
会

議
員
等
と
の
接
触
の
う
ち
記
録
を
作
成
す
る
も
の
の
範
囲
そ
の
他
当
該
接
触
に
係
る
記
録
の
管
理
及
び
公
開
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

３ 

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
政
官
接
触
記
録
の
作
成
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

 

第
二
十
三
条
の
二 

政
官
接
触
記
録
の
作
成
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



 

  
 

七

に
改
正
す
る
。 

 
 

 
別
表
第
一
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

外
国
人
技
能
実
習
機
構 

 
 
 
 

 
 

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

 
 
 
 
 

 
 

名 
 

 
 

称 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

根 
 

 
 

拠 
 
 

 

法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園 
 
 

 

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
六 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

号
） 

 

 
 

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫 

 
 
 
 
 

 
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
） 

 
 

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行 

 
 

 
 
 

 

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
） 

 
 

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫 

 
 
 

 

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
） 

 
 

株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険 

 
 

 
 
 

 

貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

 
 

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構 

 

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十 

 
 



 

  
 

八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

四
号
） 

 
 

国
立
大
学
法
人 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
） 

 
 

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社 

 
 
 
 

 

関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
） 

 
 

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人 

 
 

 
 
 
 

国
立
大
学
法
人
法 

 
 

日
本
銀
行 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
） 

 
 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 

 

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
） 

 
 

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団 

 
 

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
） 

 
 

日
本
中
央
競
馬
会 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
日
本
中
央
競
馬
会
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
五
号
） 

 
 

日
本
年
金
機
構 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
） 

 
 

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構 

 
 

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
） 

 
 

放
送
大
学
学
園 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
） 

 
 

預
金
保
険
機
構 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
） 



 

  
 

九

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
） 

 
 

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社 

 
 
 
 
 

一 

関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
設
置
管
理
法
」 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
事
業
に
係
る
業
務
の
う
ち
関
西
国
際
空 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

港
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

イ 

関
西
国
際
空
港
及
び
設
置
管
理
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

す
る
施
設
の
設
置
（
こ
れ
ら
の
建
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

管
理
の
事
業
に
係
る
業
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ロ 

設
置
管
理
法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
及
び 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
施
設
の
管
理
の
事
業
に
係
る
業
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
に
係
る
業
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

二 

設
置
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
事
業
に
係
る
業
務
の
う
ち
大
阪
国
際 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

空
港
に
係
る
も
の 



 

  
 

一
〇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

三 

設
置
管
理
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
業
務 

 
 

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団 

 
 

一 

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

に
掲
げ
る
業
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

二 

事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

三 

事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務 

 



 

  
 

一
一

 
 

 
 
 

理 

由 

 

国
会
議
員
等
に
よ
る
特
定
の
者
の
利
益
を
図
る
た
め
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
行
政
機
関
等
の
事
務
又
は
事
業
の
公
正
さ
に
対

す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
を
防
止
し
、
も
っ
て
公
務
等
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、
行
政

機
関
の
職
員
等
が
国
会
議
員
等
と
接
触
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
接
触
に
係
る
記
録
の
作
成
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


